
川崎市
5歳児健康診査

川崎市こども未来局
児童家庭支援・虐待対策室母子保健担当



●面 積︓１４４.３５ｋ㎡
（政令指定都市２０市中、最も小さい）

●人 口︓１，５５７,９６０人
（令和８年３月１日現在）

●出生数︓ １０,３９５人
（令和８年３月現在）

川崎市の５歳児健康診査



川崎市の５歳児健康診査

受診場所対象年齢（月齢）
市内＆市外医療機関生後２８日〜４１日まで1か月児健康診査
市内医療機関４か月の前後１５日３〜４か月児健康診査
市内医療機関７か月の前後１５日７か月児健康診査
市内医療機関１０か月の前後１５日１０か月児健康診査
地域みまもり支援センター1歳6か月〜１歳８か月まで１歳６か月児健康診査
地域みまもり支援センター3歳6か月〜３歳８か月３歳児健康診査
市内医療機関5歳0か月〜５歳２か月まで５歳児健康診査

※10か月児健康診査は、7か月児健康診査で要フォローになった乳児が対象 ※地域みまもり支援センターは、各区役所の保健福祉センターの機能

※個別健診は、小児科、内科含め市内約１８０の医療機関で実施

1回あたりの受診者平均数小児科医師派遣者総数開設回数健康診査
４０〜７０人７９２人２４０回

（1か月3回開催×7区）
1歳6か月児健康診査

４０〜７０人７９６人２４１回
（1か月3回開催×7区）

3歳児健康診査



令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度５歳児

11,67912,02012,66013,17113,558対象者（人）

10,03910,31810,80811,30811,719受診者（人）

86.0％85.8％85.4％85.9％86.4％受診率（％）

令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度3歳児
11,04111,73112,29612,96212,935対象者（人）
10,70311,33411,92412,34012,751受診者（人）
96.9%96.6%97.0%95.2%98.6%受診率（％）

令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度1歳6か月
10,78511,42011,62712,41212,912対象者（人）
10,59410,99111,31611,98512,455受診者（人）
98.2％96.2％97.3％96.6％96.5％受診率（％）

川崎市の５歳児健康診査



昭和60年 4歳児健康診査と５歳児健康診査を公費で始める

平成28年 3か月児健康診査を集団健診から個別健診へ変更（市医師会委託へ）
3歳児健診と4歳児健診で実施していた視聴覚検診を統合し、3歳児
健康診査の対象月齢を3歳0か月から3歳6か月へ再構築。

令和8年1月

健康管理システムの導入

健康管理システムの標準化

令和8年3月 1歳6か月児健康診査と及び3歳児健康診査のデジタル化
問診票・診査票のデジタル化（子育てアプリの導入）

川崎市の５歳児健康診査

3歳児健診から小学校入学前健診までの空白期を埋めるという目的でスタート



川崎市の5歳児健康診査

■ ５歳児健診の検討経過
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第２回あり方検討委員会の主な意見
・だいたいの身体疾患は発見されているので、５歳児健診のポイントは主に発達面の観察である。
・小児科専門医だけでなく、家庭医でも対応できるような内容にする必要もある。
・来年度大きく問診票等を変更し、その後は従事する医師らの意見を受けて何度か修正していこう。
・５歳児健診で他害があるなど偏りが顕著でもまだ相談できていない方もいる。そういった方に突然障害ですとは言えないため、保護
者の困り感を確認するために健診を活用できるとよいのではないか。
・異常とまでは言えなくても、学校入学を前にした健診として、学校生活への適応性も確認し、地域みまもり支援センターや総合教育
センターへつなげられるとよい。
・「健やか子育てガイド５歳版」を今回作成し、これをもとに健診結果について各医院でアドバイスをしてもらいたい。
・区の保健師等へも新しい問診票・診査票に基づいた５歳児健診や事後フォローについての研修を行ってほしい。

昭和６０年 乳幼児期に特有な慢性疾患の早期発見のため５歳児健診を開始 （尿検査・視力検査）

平成２０年 ５歳児健診問診票の見直し
コミュニケーションや社会性で気になるお子さんに気がつく機会として充実させた

令和元～２年度 「乳幼児健診のあり方検討委員会」 委員構成：川崎市医師会、小児科医会、地域療育センター、行政

令和3年 新たな問診票・診査票を活用した5歳児健診を開始

成果物 ：５歳児健康診査の実施要領作成、問診票、診査票の改定
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◎改定した問診票はA4サイズ2枚へ充実
生活習慣や社会性、発達状況を把握

川崎市の５歳児健康診査

構成：問診票１及び問診票２、診査票

設問に対する解説を作成し、診療医と共有



川崎市の５歳児健康診査

構成：問診票１及び問診票２、診査票

問診Ⅱは、5歳になればほとんど通過します。いいえ
や不明項目がある場合は、他の所見と合わせて判断
⇒助言指導、要観察、きっずサポート、専門機関



川崎市の５歳児健康診査

構成：問診票１及び問診票２、診査票
身体的評価

発達的評価



川崎市の５歳児健康診査

構成：問診票１及び問診票２、診査票

１．安定的に育児ができている
２．育児不安が強い、質問が多い
３．育児負担が多い
４．ネグレクト傾向
５．その他（地域みまもり支援センターから医療機関へ問い合わせをさせていただきます）

問診票・質問Ⅳと診察時の観察等で保護者の育児状況の評価を行ってください。
この評価は診査票1枚目のみで２枚目以降に複写されません 。

育児評価



基準判定項目

要医療には要精密と要治療の二つがあります。要精密は疾患が強く疑われる場合、要治療は診察で疾患があると判断した場合や保護者からす
でに診断を受けているが未治療であると情報提供があった場合が該当します。医療機関に紹介する場合は「7 医療機関紹介」への記入になり
ます。

要医療

すでに医療機関にかかり、治療を受けている場合が該当します。
発達障害の治療は、心理社会的治療が中心であり、地域療育センター等の受診・通所や児童発達支援事業所への通所があれば「6 治療中」と
なります。

治療中

自院で総合判定が困難な場合、経過観察が困難な場合、保護者の受け入れが今一つの場合などが該当します。きっずサポートあるいは各区地
域みまもり支援センター等が該当します。また、就学に向けての教育相談として川崎市総合教育センターでの相談も該当します。紹介の際に
は、添付資料の「5歳児健康診査情報提供書」をご利用ください。

相談機関の利用の勧め

発達を促す環境づくりやかかわり方等についての相談支援が該当します。また巡回相談支援の依頼も該当します。保育園・幼稚園への相談
の勧め

育児環境等で早めに支援が必要な家庭の場合には、直接電話等の連絡をお願いします。地域みまもり支援セン
ターの紹介

対応方法判定項目
「今のところ家庭、保育施設で大きな問題や困りがない」と判断した場合。

経過観察の際には、具体的な環境調整方法等の助言を行い、３ヵ月前後の経過観察を行ってください。
川崎市子ども「健やか子育てガイド 5歳版」、「就学前には習得しておきたい基本的生活習慣と日常生活のルール」をもとに、次回の診

察までに家庭で取り組める課題を提案すると、それが保護者の心の支えにつながります。「二次健診」以降の継続的支援が困難と判断した場
合、発達・相談センター（キッズサポート）に紹介してください。

助言指導・要観察

「本人と周囲がどれだけ困っているか」で判断してください。紹介の際の保護者への説明は、「発達障害かもしれないので専門医を受診して
ください」とストレートに告げるのではなく「お子さんは〇〇の特性があるため、今後の成長をどのように応援したらいいか専門医の意見を
聞いてみましょう」などの勧め方が受け入れやすいように思われます。

紹介の際には、手引きに添付資料の「5歳児健康診査情報提供書」と問診票・診査票の写しを同封してください。

専門機関紹介

川崎市の５歳児健康診査

総合判定構成：問診票１及び問診票２、診査票
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川崎市の５歳児健康診査
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川崎市の５歳児健康診査
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川崎市の５歳児健康診査



■ 5歳児健診フォロー体制
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５歳児健診の勧奨
通知（個別通知）

市内協力医療機関
にて健診実施

実施済みの問診票
診査票を医療機関
が区役所へ報告

審査結果の確認

結果を健康管理
システムへ入力

審査結果の
確認・把握

(地区担当保健師)

・相談機関等の受診状況の確認や支援
（電話または訪問）

・関係機関調整（原則保護者の同意のもと）
・心理職や社会福祉職、教育相談員も対応可能

保健師等による支援

所属によるみまもり支援

相談支援機関による支援
・川崎市子ども発達・相談センター（7か所）
・川崎市地域療育センター（4か所）
・発達相談支援センター（1か所）
・専門医療機関
・川崎市総合教育センター（2か所）
・児童相談所（3か所）

・巡回相談の利用
・発達支援コーディネーターによる支援

※フォロー体制
ピンクは区役所保健師 黄色は所属園
ブルーは医療機関  オレンジは専門機関

川崎市の５歳児健康診査

⇒各区年２回程度、地域支援課地区担当保健師と子ども発達・相
談センター、療育センターの３者で意見交換会を実施。
（区から各機関に紹介した児のフォロー状況の確認や各機関の役
割等の共有。）
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◎各区役所地域みまもり支援センター地域支援課（７区役所）
◎子ども発達・相談センター（市内７か所）（健康福祉局）
◎市内地域療育センター（市内４か所）（指定管理）
⇒各区年２回程度、地域支援課地区担当保健師と子ども発達・相談センター、療育セ
ンターの３者で意見交換会を実施。
（区から各機関に紹介した児のフォロー状況の確認や各機関の役割等の共有。）

◎総合教育センター（教育委員会）（市内２か所）
年長年齢から相談利用が可能。必要に応じ、地区担当保健師が保護者に同行

◎川崎市医師会
乳幼児健診の研修会・健診マニュアル改訂（健診委託機関は出席必須 年１回）
乳幼児健康診査の検討会（市医師会公衆衛生部会医師と本庁部署 年１〜２回）
母子保健懇談会（市及び各区 年１回 母子保健事業の報告・意見交換会）

◎各所属（保育所、幼稚園等）
年１回ほど、各区の園長会等を活用し、健診の周知や報告等を実施
年１回の発達支援コーディネータ養成研修に母子保健事業等も講義

川崎市の５歳児健康診査



■５歳児健康診査 川崎市の現状
平成３１年２月〜４月生まれの集計
（受診期間：令和６年２月〜６月）①総合判定：身体的所見除く

②総合判定：各所見のうち相談機関につながっている内訳

③総合判定：判定項目内訳
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川崎市の５歳児健康診査



■５歳児健康診査 川崎市の現状 平成３１年２月〜４月生まれの集計
（受診期間：令和６年２月〜６月）

①総合判定：身体的所見除く

②総合判定：各所見のうち相談機関につながっている内訳
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受診者
数

空白

10
（地域み
まもり支
援セン
ター）
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8
（相談機
関の勧
め）

7
（医療機
関紹介）

6
（治療
中）

5
（要医
療）

4
（要２次
検診）

3
（要観
察）

2
（助言指
導）

1
(異常な
し）

発達総合判
定

22392159224784249502004計

こ発
紹介
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通所
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空白
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関紹介）
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療）
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検診）

3（要観
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2（助言指導）
1(異常な

し）
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あ
り
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育
通
所
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療
育
通
所

9

こ
発
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介

療
育
通
所

8

こ
発
紹
介

療
育
通
所

7

療
育
通
所

6
療育
通所

5
療育
通所

4
療育
通所

3
こ発
紹介

療育
通所

2
療育
通所

1

518922392251519182221474784402174921050692004計

川崎市の５歳児健康診査



■５歳児健康診査 川崎市の現状 平成３１年２月〜４月生まれの集計
（受診期間：令和６年２月〜６月）

③総合判定：判定項目内訳
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合計

不明74737269686766646362616059585756555450乳幼児健診判定項目

コミュ
ニ
ケー
ション

その
他

情緒
行動

不注
意

多動
衝動

その
他

協調
運動

こだわ
り

育児
態度

食事
の問
題

社会
性

その
他

友達
と遊
べな
い

睡眠夜尿
衣類
着脱
不能

言葉
の発
達

歩行
運動

知能
認知

4168114224132（助言指導）

6912131055113103（要観察）

2114（要２次検診）

931235（要医療）

116275615105153306（治療中）

42117（医療機関紹介）

2443312388（相談機関の勧め）

1011242
9（保育所等の相談勧
め）

1552112121
10（地域みまもり支援
センター）

29065532103415019160038000070058合計

※複数選択あり

川崎市の５歳児健康診査



川崎市の５歳児健康診査

川崎市の5歳児健康診査の課題
健康管理システムの標準化が終えたので、標準仕様との整合性の検討→結構な難作業です
健診結果のシステム管理の徹底→個の発達経過の分析や集団としての分析はこれから
質の担保や総合判定の平準化→乳幼児健診の研修会等で共有の継続が必要
事前事後のカンファレンスは、個別ケースに応じて実施しているが、全ケースには行えていない

川崎市の5歳児健康診査で、川崎市が大事にしていること

教育分野との連携（目指す方向性は同じでも、手段が異なるため、お互いを知る必要がある）

「発達障害を見つける健診」ではなく
「就学前につまずきを抱えた子どもと家庭を支援につなぐ健診」

保護者の育てにくさや困り感に寄り添う健診

かかりつけ医と地区担当保健師、保育所等との連携

川崎市の5歳児健康診査の個別健診としての課題

診察場面のやり取りを見ていないので、医師の助言や保護者の受け止めの差がある場合に支援に苦慮する
要フォロー者であった場合も、保健師からの連絡になかなか応じてもらえない。


